
1

概要

2021年1月19日付で中国の国家外汇管理局は、「サー

ビス貿易外貨管理政策Q&A（二）」（以下、「Q&A」） を公

表した。当該Q&Aは、2020年8月31日に公布された「国

家外貨管理局による『経常項目の外貨業務ガイドライン

（2020年版）』の公布に係る通知」（匯発 [2020]14号）に

対する政策に係るQ&Aの位置づけである。

当該Q&Aには、国家外貨管理局の移転価格調整金に対

する関心と問題意識が表れている。移転価格調整の実行

プロセスについては、これまで同様、周到な準備と交渉が

求められるものの、当該Q&Aの公表により、各地の外貨

管理局や外貨取扱い銀行の移転価格調整金についての

認識の向上には一定の効果があったと思われる。

Q&Aの内容及び実務運用

今回公表されたQ&Aにおいて、移転価格方式に基づく利

益補償の外貨の受払いの取扱い業務については、「銀行

は、税務当局もしくは税関当局の関連する書面資料、利

益調整に係る契約書、インボイス等の資料を審査し、取

引の真実性、コンプライアンス及び外貨の受払いとの一

貫性について合理的な審査を行い、元の貿易方式（貨物

貿易またはサービス貿易）に基づいて関連する外貨の受

払いに係る業務を処理する」とされている。ただし、具体

的な審査プロセス、審査にあたっての可否の判断基準に

ついては、言及されていない。

現在、外貨管理局は税務局及び税関と共に、移転価格調

整金に係る具体的なプロセスについて議論している段階

である。今回のQ&Aの公表後、現時点において、移転価

格調整金の送金、受領の手続きの実行方法とプロセスを

明確にした規定やガイダンスはない。そのため、外貨取扱

い銀行において、企業が価格調整金の受領、送金手続き

を行おうとしても、個別の外貨取扱い銀行の理解やこれま

での取扱い事案、当該Q&Aについての銀行側の解釈等

により、手続きが滞る状況が生じうる。

2021年1月に公表された外

貨管理局の「サービス貿易
外貨管理政策Q&A（二）」と

その後の移転価格調整金に
関する実務状況
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そのため、当該Q&Aにより、従来と比べれば、より企業側が

説明をしやすい環境へ一定の前進はあったものの、企業が

実際に移転価格調整を実行しようとする場合、移転価格調整

金に係る税務・移転価格税制上の概念、企業の移転価格ポ

リシー、算定される移転価格調整金の位置づけ、企業の財

務諸表への影響等を説明する必要がある。さらに、特にこれ

まで移転価格調整の取扱い実績のない外貨取扱い銀行で

当該調整を実行しようとする場合には、銀行における内部処

理プロセスが円滑に進むよう、実績のある専門家からアドバ

イスしなければならないことに変わりがない。

海外から中国側が移転価格調整金を受領する場合（着金）

中国においては、海外への外貨送金のみならず、海外から

の外貨受領についても、移転価格調整金については、外貨

取扱い銀行で審査を行わなければならないとされている。こ

の点については、Q&Aの公表後も変わりがない。そのため、

外貨取扱い銀行は、移転価格調整金の着金手続きを行うに

あたり、審査を行い、その履歴を残しておく必要がある。ただ

し、送金を受ける外貨取扱い銀行としては、移転価格調整金

は、輸出通関書類の付された貿易項目、サービスやロイヤリ

ティ等の契約書に裏付けされた一般的な非貿易項目、資本

金等に係る資本項目のいずれにも該当せず、また、マネーロ

ンダリングの防止のための対応を十分に講じるための実務

処理に係る具体的なガイダンスもない。そのため、企業は、

移転価格調整金の受領にあたり、予め外貨管理局や外貨取

扱い銀行に説明をし、具体的な手続きプロセスを交渉してお

くこととなる。

特に、一般的に、外貨取扱い銀行の初期回答としては、今回

のQ&Aでも掲げられている「税務当局もしくは税関当局の関

連する書面資料」の提出を求めるケースも散見される。税務

当局が移転価格にかかる調整金額を記した書面資料には、

移転価格調査の結果にかかる『特別納税調査調整通知書』

が考えられるが、調査課税を経ての対応となれば、移転価格

リスクの低減という企業の本来の移転価格調整金の受領の

目的を達成したことにはならなくなる。また、事前確認制度

（APA）による税務局と企業との合意に基づく『事前確認制度

にかかる追納（還付）税額通知書』についても同様に、事前

確認制度（APA）の申請にかかる事務負担を軽減させながら

移転価格対応をするという移転価格調整金の趣旨から見る

と本末転倒となる。さらに、税関当局の書面資料としては、輸

入通関申告書が考えられるものの、移転価格調整金の着金

については、後述する送金とは逆に、輸入通関評価額の遡

及的な引き下げとなり、関税の還付ポジションとなることから、

税関との交渉のハードルは相当に高い。

しかしながら、 EYは、移転価格調整金の受領につき、上海、

北京、浙江省、天津等の各地において、多くの成功事例があ

る。

現時点までの移転価格調整金の受領の成功事例において

は、一般的に、たとえば、次の資料を求められた。ただし、

具体的な要求資料については、個別に外貨管理局及び外

貨取扱い銀行と確認する必要がある。

 大手国際会計事務所が発行、若しくはレビューした監査

報告書（移転価格の一括調整の内容を含む）

 大手国際会計事務所が作成した移転価格同時文書（移

転価格の一括調整の内容を含む）

 大手国際会計事務所からの推薦状

 移転価格の一括調整に係る状況説明書

 移転価格の一括調整に関する記載がある契約書等

なお、移転価格調整金の受領にあたっては、送金を行う国

外関連者側における税務（寄附金）、移転価格税制につい

ても十分に対策を練っておく必要がある。

中国側から海外に移転価格調整金を支払う場合（送金）

Q&Aの公表後、現時点においても、中国から海外への移

転価格調整金の非貿易支出としての一括送金については、

実務上のハードルが高い状況が続いている。

そのため、移転価格ポリシーに基づく所得配分となるよう、

中国現地法人の利益水準を引き下げる必要がある場合に

は、非貿易支出に係る一括送金とはせず、個別の貿易取

引の遡及的な見直しとして実務対応することが考えられる。

たとえば、EYには、中国側が海外から仕入れる貨物の価

格を遡及的に引き上げるため、税関と交渉し、すでに輸入

通関済みの貨物の通関評価額の修正申告を行う形式によ

り成功した事案がある。

ただし、各事案により、移転価格調整金に係るアレンジメン

トは異なり、また、所轄の税関により、実務上の取扱いや運

用が異なる部分もある。税関との交渉にあたっては、実行

が可能となるよう税関における具体的な実務処理の可能

性を把握しながら、企業の移転価格ポリシーを実現しなけ

ればならない。そのため、実行にあたっては、その可否や

具体的な方法につき、個別事案ごとに具体的な確認を要す

ることとなる。

移転価格調整を実行する際の対応方法は個別の事案によ

り異なるため、日本のご本社と中国現地法人との間の移転

価格調整の実行についてご検討される際には、必要に応じ

てご相談ください。
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Contact

当ニュースレターの内容に関するご質問がございましたら、下記のJapan Business Servicesの担当者までご連絡

いただけると幸いです。

► 北京

堀尾 成宏

監査
+86 10 5815 4050
naruhiro.horio@cn.ey.com

西本 靖司
監査
+86 135 2029 7030
Yasushi.Nishimoto@cn.ey.com

上村 希世子
税務・移転価格
+86 10 5815 2289
kiyoko.kamimura@cn.ey.com

► 大連

秋山 大輔
監査
+86 411 8252 8999
daisuke.akiyama@cn.ey.com

► 上海

高橋 臣一
監査
+86 21 2228 2740
shinichi.takahashi@cn.ey.com

西澤 礼
監査
+86 21 2228 9579
rei.nishizawa1@cn.ey.com

佐藤 勝俊
監査
+86 21 2228 9579
Katsutoshi.Sato@cn.ey.com

星野 友子
監査
+86 21 2228 5958
tomoko.hoshino@cn.ey.com

山村 亮
監査
+86 21 2228 3239
ryo.yamamura1@cn.ey.com

江 海峰
金融
+86 21 2228 2963
alex.jiang@cn.ey.com

北原 遼一
金融
+86 21 2228 6769
ryoichi.kitahara1@cn.ey.com

三宅 亜紀子
Forensics
+86 21 2228 5688
akiko.a.miyake@cn.ey.com

坂出 加奈
税務・移転価格
+86 21 2228 2289
kana.sakaide@cn.ey.com

小島 圭介
税務
+86 21 2228 2854
keisuke.kojima@cn.ey.com

万家駿
法務
+86 21 2228 8374
jiajun.wan@chenandco.com

久保田 順一
TAS
+86 21 2228 4749
junichi.kubota@cn.ey.com

► 広州

長内 幸浩
監査
+86 20 2881 2675
yukihiro.osanai@cn.ey.com

梁 晔
監査
+86 20 2838 1043
ye.liang@cn.ey.com

► 深圳

浅井 哲史
監査
+86 755 2502 8369
Satoshi.Asai1@cn.ey.com

► 香港

重富 由香
監査
+852 2629 3907
yuka.shigetomi@hk.ey.com

柿本 啓太
監査
+852 2846 9005
keita.kakimoto2@hk.ey.com

塚原 俊郎
監査
+852 3471 2751
toshio.tsukahara@hk.ey.com

吉田 薫
監査
+852 2629 3909
kaori.yoshida@hk.ey.com

徳山 勇樹
監査
+852 37585988
yuki.tokuyama@hk.ey.com
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EYについて

EYは、監査、税務、トランザクション及び各種類アドバイザリー

サービスの分野における、世界的なリーディングファームです。
世界中のメンバーが共通の価値観と品質に対するコミットメント
を通じ、一体となってサービスを提供しています。私共は、顧客、
職員、及びより広い地域社会がその潜在力を発揮するサポー
トを行い、業界他社との差別化を図っております。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤンググローバルリミテッドのメン

バーファームにより構成された国際組織を指し、各メンバー
ファームはそれぞれ独立した法人組織です。アーンスト・アン
ド・ヤンググローバルリミテッドはイギリスにおける担保有限会
社で、クライアントへのサービス提供は行っておりません。より
詳細な情報は、当事務所ウェブサイトをご覧ください。
www.ey.com。
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本配布物は参考とされることのみを目的としており、会計・税務
その他の専門アドバイスとして最終決定の根拠とするものでは
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Follow us on WeChat
Scan the QR code and stay up to
date with the latest EY news.

► 東京

EY税理士法人 中国デスク

大久保 恵美子
税務
emiko.okubo@jp.ey.com

蘇麗芬 (Emma Su)
税務
Emma.Su2@jp.ey.com

新日本有限責任監査法人

マーケッツ本部海外企画部JBS
+81 3 3503 1844

関口 俊克
toshikatsu.sekiguchi@jp.ey.com

田中 勝也
katsuya.tanaka@ jp.ey.com

野口 正邦
masakuni.noguchi@ jp.ey.com


